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      土・日・祝日は役場などの休日です。     №７３４ 
   ４月１日から４月１５日までのおもな行事       平成２１年３月１８日発行 

日 曜 行    事    名 対    象 場    所 時    間 内  容  な  ど 担  当 

1 水       

2 木 消 防 団 辞 令 交 付 式 消防団役員・部長 役場別館大会議室 １５:００～ 辞令交付 総 務 課 

3 金       

4 土       

5 日       

6 月 町 民 相 談 町内にお住まいの方 役 場 ９:００～１６:００  住 民 生 活 課 

7 火 火曜パソコン塾（昼の部） ど な た で も 中 央 公 民 館 １３:００～１５:００ パソコンの基本操作 中 央 公 民 館 

無 料 弁 護 士 相 談 町内にお住まいの方 遊 楽 々 館 ９:３０～１１:３０ 要予約 社会福祉協議会 

8 水 
健 康 相 談 町内にお住まいの方 遊 楽 々 館 ９:３０～１１:００ 

赤ちゃんから高齢者まで
の健康に関する相談 
栄養相談は事業要予約 

健 康 福 祉 課 

9 木 ３ 歳 児 健 康 診 査 Ｈ１８年１月・２月生まれ 遊 楽 々 館 
受付 
１３:３０～１４:００  健 康 福 祉 課 

10 金 親 子 ふ れ あ い サ ロ ン 幼 児 と 保 護 者 遊 楽 々 館 １０:００～１１:３０ お花見（ビニールシート
を持参してください） 

社会福祉協議会 

11 土 お は な し 会 ど な た で も 中 央 公 民 館 １４:００～１４:３０ 絵本の読み聞かせ、 折紙・工作など 中 央 公 民 館 

12 日       

13 月 町 民 相 談 町内にお住まいの方 役 場 ９:００～１６:００  住 民 生 活 課 

14 火 火曜パソコン塾（夜の部） ど な た で も 中 央 公 民 館 １９:００～２１:００ パソコンの基本操作 中 央 公 民 館 

15 水 健 康 相 談 町内にお住まいの方 遊 楽 々 館 ９:３０～１１:００ 
２０歳以上の方の健康相
談（健診を受けた方は結
果表をご持参ください）

健 康 福 祉 課 

 

 

町内に居住し、常に交通法令を厳守して安全運

転、無事故・無違反の運転者の方で、人格・識見

ともに優れ他の模範と認められる運転者を、県警

本部長と県交通安全協会長の連名で表彰します。 

【表彰の種類】 

◎原付等・二輪・普通・大型 

◆２０年表彰・・昭和６３年４月１日から平成

元年３月３１日の間に運転

免許取得の方 

◆３０年表彰・・昭和５３年４月１日から５４

年３月３１日の間に運転免

許取得の方 

◆４０年表彰・・昭和４４年３月３１日以前に

運転免許取得の方 

○申請に必要なもの  

・７００円（運転記録証明書代） 

・地区交通安全協会加入者証 

・運転免許証 

・印かん 

○申請期限  ４月１６日(木) 

○申請場所  町交通安全協会事務局（総務課内） 

○申請の条件 

 ・過去５年以内に交通法令違反のない方（平成

１６年４月１日以降） 

 ・県交通安全協会加入者 

 ・運転経験期間（対象となる表彰の期間）内に

刑事事件などの処分前歴のない方 

 ・運転免許所持者（原動機付自転車以上） 

 

 

 

 

 

 

 

・優良運転表彰の期間の計算は、自動車運転免

許証の最古の取得日（原付・小特・二輪免許

を含む）を起点とします。 

○問合せ先 町交通安全協会事務局（総務課内）

℡（５５）７７５２ 

 

妊婦さんの健康を守り、安心で安全な出産と健

康なお子さんの出生のために行っている妊婦健

康診査の助成を拡大します。 

○対象となる方  

出産予定日が平成２１年４月１日以降の方 

（出産予定日が平成２１年３月末の方は、健康

福祉課まで、ご相談ください。） 

○利用開始時期  平成２１年４月１日から 

○妊婦受診券の配布 

４月１日から健康福祉課の窓口にてお渡しし

ます。 

※既に母子健康手帳をお持ちの方で、上記の対

象となる方には追加交付しますので、必ず母

子健康手帳を持参のうえ、健康福祉課の窓口

までお越しください。 

※県外の医療機関で受診を希望される方は、県

内医療機関の支払額と同額までお支払いで

きますが、一時立替払いとなります。受診さ

れる前にご相談ください。 

○問合せ先  健康福祉課健康増進担当 

        ℡（５５）７７５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険高齢受給者証の更新について 

４月１日より、７０歳から７４歳の医療費の 

一部負担金の割合が変更されることに伴い、３月

下旬に町から新しい高齢受給者証（水色）を送付

します。（社会保険加入者には加入されている保

険より交付されます） 

◆今回送付する受給者証 

 ・交 付 日 平成２１年４月１日 

 ・一部負担金の割合 

変更前 ２割 

（平成２１年３月３１日まで１割） 

変更後 ２割 

（平成２１年７月３１日まで１割） 

※負担割合が３割の方や後期高齢者医療制度加

入者の方には送付はありません。 

国民健康保険出産育児一時金の額が変わ

りました               

平成２１年１月１日以降に産科医療補償制度

に加入している医療機関で出産された方につい

ては、出産育児一時金の額が３５万円から３８万

円になりました。 

申請の際には、医療機関において発行する領収

書に加算対象出産であることを証明するスタン

プが押印されているか確認いたしますので、領収

書をお持ちいただくようお願いします。 

また、出産育児一時金の受取代理制度（事前申

請により、国保から医療機関出産育児一時金を直

接支払う制度）を利用される方については、「国

民健康保険出産育児一時金請求書」を予定日の１

カ月前までに保険証と母子手帳を持参のうえ申

請してください。 

※国民健康保険税の滞納のない世帯であること

が利用の条件となります。 

○問合せ先 保険児童課 ℡（５５）７７６２ 

国民健康保険からのお知らせ 

妊婦健診費用の助成回数が 
５回から14回に増えます 

優良運転者を表彰します 

お知らせ版 

春の交通安全町民総ぐるみ運動  
期 間 ４月６日（月）～１５日（水）   

４月１０日は、「交通事故死ゼロ」を目指す日です



 

○応募資格   

保育士の資格を有する方。 

○要件・勤務条件等 

 ◆職 種  保育士 

 ◆賃金等  （時給）１,０００円 

       規定により通勤手当を支給 

※希望する方は「臨時職員登録届」に必要事項を

記入して提出してください。なお、詳細につい

てはお問い合わせください。 

○問合せ先  保険児童課 ℡（５５）７７６２ 

 

  ４月から屋外広告物に関する事務が、栃木県か

ら岩舟町へと権限移譲されます。このことにより、

町内に設置する（している）屋外広告物の申請な

どは、町建設課に提出していただくことになりま

す。 

  提出様式についても、岩舟町長宛てのものに変

わりますのでご注意ください。 

  また、手数料の納付方法も栃木県証紙から岩舟

町の納入通知書（現金）によって納めていただく

こととなります。 

 なお、屋外広告業の登録申請は、従来どおり県

で行います。 

○問合せ先   建設課都市計画担当 

              ℡（５５）７７６８ 

 
 「合唱が初めて」でも大丈夫。ただ今、オペラ

の練習をしていますが、第九の練習は７月から始

めます。１２月には、プロのオペラ歌手とコスモ

ス芸術祭で共演します。見学もできますので、ぜ

ひ１度お越しください。 

○対 象  町内外を問わずどなたでも 

      （男性の方も大歓迎です） 

○練習日  毎月第２・４木曜日（６月まで） 

      午後７時３０分～ 

○会 場  町中央公民館 

○会 費  １,０００円（６月まで） 

○指導者  長濵厚子さん（二期会会員） 

○申込方法 電話または「入会申込用紙」を FAX、

Ｅメールで送信してください。 

○問合せ先  社会教育課 ℡（５５）２５００ 

             Fax（５５）５０６５ 

 E メール：syakyou@town.iwafune.tochigi.jp 

 

○日 時  ４月３日(金)午前１０時～午後３時 

○会 場  足利市役所、小山市役所 

○相談員  当協会所属の不動産鑑定士 

○相談項目 不動産（土地・建物）の価格、地代、

家賃、借地権の価格など 

○問合せ先 (社)栃木県不動産鑑定士協会 

            ℡０２８（６３９）０５５６ 

 
固定資産税（土地、家屋）の価格等について、

納税者は、課税台帳に登録された平成２１年度の

縦覧帳簿を見ることができます。 

○縦覧期間  ４月１日(水)～６月２日(火) 

午前８時３０分～午後５時３０分 

      （土曜、日曜、祝日を除きます） 

○縦覧場所  役場税務課  

○問合せ先  税務課資産税収納担当 

        ℡（５５）７７５８ 

 

町青少年育成町民会議は、岩舟の子どもの健や

かな育成を願って活動する皆さまを応援します。 

１．支援内容 

①企画、運営などを共に検討し、一緒に活動する。 

 ②指導者を派遣する。 

 ③活動に参加して協力する。 

 ④名義のみを提供する。 

 ⑤町民会議関係団体へＰＲチラシを配布する。 

 ⑥指導者や講師の紹介など、情報を提供する。 

 ⑦活動のための経費を一部助成する。 

  助成の対象となる経費は、消耗品費や講師謝

金、印刷製本代など 

２．支援対象となる活動例 

①自然と親しむ活動（自然観察、キャンプ、環

境保全活動） 

②ボランティア活動 

③スポーツ･文化・芸術などによる仲間作り、交

流体験活動 

④読書活動（定期的な読み聞かせなど） 

⑤子どもの体験活動の指導者養成及び指導者派遣 

⑥健全育成に関する活動やイベント 

（食育、いじめ防止、地域の防犯運動、広報

啓発活動） 

⑦家庭の日を推進する事業 

⑧花いっぱい運動を推進する事業 

⑨その他、子どもの健全育成に関する活動 

３．支援の対象となる団体等 

①町青少年育成町民会議の関係機関、団体 

②町内で活動している団体（スポーツ団体を含

む）、ボランティア団体、自治会等。ただし、

団体構成員の半数以上は、岩舟町に在住して

いること 

４．支援の対象となる事業の実施期間 

平成２１年７月１日～平成２２年３月３１日 

５．募集期間  ４月１日(水)～５月３０日(土) 

６．申込方法 

町青少年育成町民会議事務局に「募集要項」

と「支援申請書」がありますので、必要書類

を添えてお申し込みください。 

○問合せ先  町青少年育成町民会議事務局（中

央公民館内）℡（５５）２５００ 

 

 

○日 時  ５月１８日から８月３１日までの  

毎週月曜日（祝日を除く）全１５回 

      午後１時３０分～３時３０分  

○会 場  町中央公民館 

○定 員  初級コース修了者２０名（定員にな

り次第締め切ります） 

○受講料  テキスト代６００円 

（２０年度受講者は無料） 

○募集期間  ４月１日(水)～２０日(月)   

○申込・問合せ先   

県視覚障害者福祉協会 

  ℡０２８（６２５）４９９０ 

町社会福祉協議会 ℡（５５）２４３８ 

 

町社会福祉協議会事務所は、３月３０日(月)か

ら町健康福祉センター「遊楽々館」に移転します。

お間違いのないようお願いします。 

※電話・ＦＡＸ番号は変わりません。 

○新住所  岩舟町大字三谷１０３８番地１ 

町健康福祉センター「遊楽々館」内 

℡（５５）２４３８ Fax（５５）５５９０ 

 

聴覚に障害のある方のために、手話で通訳をす

るボランティアや手話奉仕員を養成する講座です。 

手話ボランティア活動をしたい方、手話奉仕員を

目指す方が対象です。 

○開催日時 

◆入門課程（初級・全２４回） 

手話経験のない方    

期間 ５月１３日～１０月２８日の毎週水曜日 

 時間 午前１０時～１１時３０分 

◆基礎課程（中級・全３１回） 

 手話経験のある方 

期間 ５月１３日～１２月１６日の毎週水曜日 

 時間 午後７時～８時３０分 

※ただし、両講座とも９月２３日は休みです 

○会 場  栃木市保健福祉センター 

○人 数  ５名 

○テキスト代  初級 1,200 円、中級 1,470 円 

  （受講料は町負担です） 

○申込期限  ４月２０日(月) 

○主 催  栃木市社会福祉協議会 

○その他  講座終了後は、修了証書の写しを町

に提出してください 

○申込・問合せ先  健康福祉課介護福祉担当 

℡（５５）７７５９ 

 

 

 

 

「平成２１年度岩舟の子どもの 
ための支援事業」募集案内 

   町社会福祉協議会 
事務所移転のお知らせ 

   不動産鑑定士協会による 
「春の無料相談会」を開催 

平成２１年度町臨時保育士 
を募集します 

「いわふね第九の会」 
会員を募集しています 

固定資産税縦覧帳簿の 

縦覧について 

屋外広告物の申請・更新は町へ 

   手話奉仕員養成講座について 

朗読奉仕員養成講座 
中級コース受講生募集 

毎週金曜日（祝日除く）午後 

７時まで、住民生活課・税務課

の一部の窓口業務を行ってい

ます。ご利用ください。 


